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資料４．６

【 概 要 】
子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」は、利用者が施設を選ぶ際に必要な情報を提供する

ことを目的とした全国の教育・保育施設の情報を検索・閲覧するためのサイトです。 国が定める必須項目は、
ここdeサーチ上で入力・報告する必要があります。

▼ 根拠法令：子ども・子育て支援法第５８条

【報告事項】
▼施設の情報
・施設等を運営する法人に関する事項
・施設等に関する事項
・従業者に関する事項
・教育・保育等の内容に関する事項
・利用料等に関する事項 等

＋
▼経営情報等 ※事業年度終了後、５ヵ月以内に報告が必要
・施設等の職員の人員配置に関する項目
・施設等の職員給与に関する項目
・施設等の収支の状況に関する項目 等



【児童福祉法（抜粋）】
第五十九条の二の二
前条第一項に規定する施設の設置者は、次に掲げる事項について、当該施設において提供されるサービスを利用しようと
する者の見やすい場所に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信
（公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放
送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。
一設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
二建物その他の設備の規模及び構造
三その他内閣府令で定める事項 ※入所定員等

【児童福祉法施行規則（抜粋）】（内閣府令）
第四十九条の五
法第五十九条の二の二の規定による公衆の閲覧は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトへの掲載により行うものと
する。※公表する項目については同条第二項に具体的な定めあり

【子ども・子育て支援法（抜粋）】
第五十八条
２ 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、政令で定めるところにより、毎事業年度終了後五月以内
に、当該事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所ごとの収
益及び費用その他内閣府令で定める事項をいう。以下この条及び第六十二条第三項第二号において同じ。）を教育・保育
を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
※報告する項目については、子ども・子育て支援法施行規則に定めあり

（ここdeサーチ）

〇法令等の定めにより、
公表情報の更新及び事業年度終了後５ヵ月以内の経営情報等の報告は必須です。
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【令和８年度における留意点】

「経営情報等の報告を行っていない場合」の公定価格の減算（新設）

子ども・子育て支援法第58条第２項により経営情報等の報告が義務化されたことに伴い、特定教

育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、毎事業年度終了後５か月以内に当該報告を行う

必要があります。この取組を行っていない施設・事業所については基本分単価の減算を行うこととし、

令和８年７月から適用される予定です。

※令和７年度報告分が未報告であって報告期限から３か月以上経過している場合、令和８年７月の請
求分から減算が適用されます。

【その他】

今後、国による保育ＤＸの推進により、給付費請求等のシステムがここdeサーチと連携したものと

なる可能性がありますので、ここdeサーチにおける必要な情報の更新を適宜行っていただきますよう、

お願いいたします。
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【 関係リンクについて】（R8.3.1時点）

〇ここdeサーチ検索画面 (wam.go.jp)
https://www.wam.go.jp/kokodesearch/ANN010100E00.do

〇ログイン画面
https://www.wam.go.jp/kodomo/COP000100E0000.do

〇子ども子育て支援情報公表システム関係連絡板 （マニュアルやお知らせ等の掲載あり）
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/kdmsys/jigyo/

〇保育所等における継続的な経営情報の見える化に係る関連情報について
https://www.wam.go.jp/content/files/pcpub/jidou/kdmsys/info/kdmsys_info202505b_sysc.pdf
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